
令和７年度                                    大阪市立堀江小学校 

                                        （保護者・児童配付用） 

  

いよいよ新学期が始まりました。皆様におかれましては、ますますご健勝のことと存じます。 

さて、学年始めにあたり、学校生活のきまりについてお知らせいたします。周知理解していただき、

ご家庭でも話し合っていただきますよう、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

◎登校・下校について 

１．登校時刻（午前８時～８時 25分に門を通る）を守り、下校時刻の５分前（放送が流れる）には、 

すぐに後始末をして帰る。 

 

 

２．欠席・遅刻・早退をするときは、必ずミマモルメや電話で連絡する。 

 （８時 25分までに） 

３．安全に気をつけて登下校するために、できる限り決まった通学路を通る。 

  通学路に地下道や歩道橋がある場合は、安全のため利用する。 

（防犯用ホイッスル（ブザー）・「こども 110番の家」の利用） 

４．登下校の途中で遊んだり寄り道したりしない。 

  通行の方の妨げにならないように広がらない・信号が点めつしたら止まる。 

などのきまりも守る。 

◎校内生活について 

１．廊下・階段は右側を静かに歩く。 

２．特別教室などへ行くときは、クラス全員が静かに並んで歩く。 

３．上靴と下靴はきちんと区別し、運動場に出る際には下靴をはく。 

 

４．朝会や集会には遅れないようにする。８時 30分には始めることができるように、教室に戻る。 

 

 

 

 

５．自分の教室以外の部屋や特別教室、校舎の裏などへは勝手に立ち入らない。 

６．一度学校へ入ったら、下校まで校舎外に出ない。また、いったん下校したら校舎内に入らない。

（どうしても必要なもの以外の忘れ物を取りにきたり運動場で遊んだりしない）  

７．物を大切に扱い、使った物はもとの場所へきちんともどす。 

８．給食後や掃除後について、チャイムがなるまでは教室内で静かに過ごす。 

 

 

学校生活のきまり 

下校時刻 

３月～10月 午後４時 30分 

11月～２月 午後４時 15分 

 

○月曜日（月２回）…全校朝会 

○木曜日（月２回）…児童集会 



◎服装・持ち物・身だしなみについて 

１．標準服を着用し、黄色の帽子をかぶって登下校する。 

２．名札はひらがなで書く。下校時に教室で保管し、登校したら必ずつける。 

３．防寒着について、首にからまる危険性のあるマフラ－は着用しない。フードや首周りのひもなど

がついた防寒着も着用しない。登下校時の防寒着は体調や気候に応じて着用する。 

４．衣替えは、調整期間は設けないが、気候に応じて自分で過ごしやすい服装を選択する。 

  基準日は６月１日と 10月１日 

５．標準服の上着の下には、白のカッターシャツやブラウス・ポロシャツを着用する。 

上着の下にベストやセーターなどを着てもよいが、華美にならないようにする。 

６．髪を清潔にし華美にならないようにする。 

７．ヘアーバンドやリボンの着用が必要な場合は、帽子を被れるようなものにするとし、華美になら

ないようにする。 

８. 厚底の靴やスパイクなど、運動するときに怪我をしたり、させたりする可能性がある靴は履いて

こない。 

９．ピアスやネックレスなど、怪我につながるようなものはつけてこない。（宗教上の理由など特別

な理由がある場合を除く） 

10．ティッシュやハンカチを入れるポシェットが必要な場合は、安全のため肩からかけるタイプでは

ないものにする。 

11．学習に必要でないものは学校へもってこない。（不必要なお金・シャーペン・おもちゃなど） 

12．持ち物にはすべて名前を書く。 

◎遊びについて 

１．雨の日に赤旗（赤い標識）が出ているときには、教室で静かに遊ぶ。 

２．きまり（ボールの使い方や遊ぶ場所など）を守って遊ぶ。 

３．玄関・植え込み・築山・校舎の裏・池周辺で遊ばない。 

４．校庭開放に参加するときは、荷物を自分の教室のくつ箱の上に置くか廊下に整理してならべて 

置く。運動場が学習活動で使用されている場合は教室で過ごす。 

※６時間目は体育科の学習があるので、基本的に校庭では遊ぶことはできません。 

（委員会活動の時）１・２・３・４年 校庭開放なし。教室の居残りもなし。 

         ５・６年 校庭開放あり。 

（クラブ活動の時）１・２・３年 校庭開放なし。教室の居残りもなし。 

         ４・５・６年 校庭開放あり。 

５．担任の先生が出張などで学校にいない場合は、教室の居残りはできない。（ただし学年の先生の

許可があれば校庭開放はしてもよい） 

◎校外生活について 

１．遊びに行くときは「だれと」「どこへ」「何をしに」「いつかえる」を家の人に知らせておく。 

２．不審者に注意し、知らない人に声をかけられてもついて行かない。 

なるべく複数で行動し、人気のない所には近づかない。もし、不審者に出くわしたら大声を出し

（防犯用ホイッスルなどの活用）、すぐにその場から逃げる。エレベーターの乗り降りにも気をつ    

けるようにする。（不審者が乗ってきたらすぐにボタンを押して降りるなど） 

３．こわいことや困ったことがあったときは、「こども 110 番の家」に行って助けを求める。家の人

や学校にも必ず連絡する。 

４．校区外やゲームセンター・カラオケ・飲食店・映画館などへは、子どもだけで行かない。また、

有害玩具（エアーガン・レーザーポインタなど）で遊ばない。 

５．スケートボードやジェイボードなどは、してもよい場所でする。（道路ではしない） 

５．自転車に乗るときは交通のきまりを守り正しく乗る。 

６．お金の貸し借りやおごったりおごってもらったりは絶対にしない。 

７．カードやゲーム機器など高価なものを外（公園）へ持って出歩かない。 


